
　 要保護児童対策地域協議会とは

　虐待を受けている児童をはじめとする要保護児童の早期発見や
　適切な対応を図るために、関係機関が当該児童に関する情報や
　支援についての考え方を共有し、適切な連携のもと、要保護児童
　及びその保護者に関する情報の交換や支援内容の協議を行う。

      　　　【福祉事務所（子育て支援課）】
　

　　福祉事務所には家庭相談室が設置され、子どもや家庭
　の相談に幅広く応じている。
　　また、ひとり親家庭に関しても、経済的問題、就職、住居
　子育てなどの相談のほか、母子生活支援施設の入所希望
　を受け付けている。
　　児童虐待についての、通告先の機関の一つとされており、
　虐待が疑われる場合は、福祉事務所においても子どもの
　安全確保などの調査等を行いつつ、必要に応じて児童相
　所への連絡を行う。
　

      　　　【法務局・人権擁護委員】

　　　法務局と人権擁護委員は家庭における子どもの虐待
　　学校のいじめや体罰など子どもの人権問題全般につ
　　いての相談を受けている。
　
　

      　　　　【児童相談所】
　

　　児童相談所は、児童福祉法に基づき県により設置され、
　１８歳未満のあらゆる子どもの相談を受けます。

　* 援助活動の流れ
　　　相談 → 調査 → 診断 → 判断
　　　必要に応じて一時保護
　* 援助方法
　　　助言指導、継続指導、施設入所、他機関紹介等
　*  留意事項
　　　一時保護、施設入所は原則として親の同意が必要です。
　　　虐待のため子どもの安全が図れない場合は、親の同意
　　　なしで立入調査や一時保護をすることがあります。
　　　施設入所に祭し、親の同意が得られない場合は、家庭
　　　裁判所に申立てることが必要です。
　

      　　　【警　察】
　

　　警察では、児童虐待が疑われる事案に対しては、個人の生命、
身体の保護という警察本来の責務として対応している。
　被害児童を最優先に努め、認知した児童虐待については、全件
児童相談所に対して通告を行っている。
　また、悪質な事件については、厳正な捜査を行っている。

      　　【　保健所　(能登中部保健福祉センター)　】
　

　　保健所は、保健師活動を通して、虐待を発見する重要な立場
　である。
　　① 医療・その他の関係機関との連携
　　② 管内の保健師への指導を通して、ハイリスク者の対応・支援
　　　　を行う。

　

      　　　　　　　【学　校】
　

　子どもと親に関わる機会が多く、日々の観察から虐待を早期
に発見することができる立場であり、子どもや親・地域からの
相談窓口としての機能がある。
　虐待を受けている児童生徒に気づいたときは、担任、養護
教諭、スクールカウンセラー等が個別の教育相談を行う。
　虐待が疑われた場合、福祉事務所、児童相談所などの関係
機関への通告、地域の民生委員・児童委員に相談（連絡）する。
　

      　　　【医療機関】
　

　　医療機関は、虐待を発見することのできる重要な機関の一つ。
親の不注意による事故で来所したケースや、発育不良のケース等
から虐待が疑われるケースを早期発見し、関係機関に情報を提供
するという役割を担っている。
　危機的な状態のケースは、児童相談所に通告する。

【民生委員・児童委員（社会福祉協議会）】

担当する区域内の個別援助、児童健全育成、子育て支援などの

活動を主任児童委員と一体となって行う。

地域の中で虐待が疑われるような子どもを発見した場合は、

その家庭について近隣等から情報を得るとともに、福祉事務所や

児童相談所等へ仲介する。地域での発見者、身近な相談者として
関係機関に連絡をとりながら問題解決のネットワークをつくる立場

である。子どもの保護等が必要な場合は、警察や福祉事務所、

児童相談所と充分に連携をはかる。

【認定こども園・保育園】

子どもと親に関わる機会が多く、日々の観察から虐待を早期

に発見することができる立場であり、子どもや親・地域からの

相談窓口としての機能がある。

認定こども園・保育園は、親の子育てを支援する立場であり、親に

とってよき相談者となり、親と子を守り支える役割を担っている。

子どもと親の様子がおかしいと感じられたら、福祉事務所、

児童相談所などの関係機関と連携をとりつつ、児童虐待を防ぐ

ための家庭への援助の手だてを考える。
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【健康推進課】

保健師は、保健師活動を通して、虐待を発見する重要な立場で
ある。
妊産婦訪問、新生児訪問、こんにちは赤ちゃん訪問、乳幼児健診

の他・育者と子どもの健康に関する相談に対応する中にも虐待が
潜んでいる可・ｫがあることを認識し、・育者と子どもの生活に目
を配り、訪問した際、子どもに必ず会って、現状確認する。

保健師は母親への育児支援を積極的に行い、親子を見守ってい
く役割を担っている。


